
事 業 概 要

令和８年４⽉

国⼟交通省 近畿地⽅整備局
近畿道路メンテナンスセンター

全方向水面移動式ボート型ドローンによる
洗掘状況の計測
国道2号淀川大橋（大阪府大阪市）

橋梁点検車(BT-400)による橋梁の点検
国道1号瀬田川橋（滋賀県大津市）

走行型計測車両よるトンネルの点検
国道8号桜トンネル（福井県南越前町）
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◆取り組み概要
【直轄施設関係】
直轄国道における橋梁・トンネル等の健全性の点検・診断等を担当するほか、蓄積

されたメンテナンスデータの管理・分析による劣化予測や修繕計画の最適化、新技術
の活用などアセットマネジメントによる道路メンテナンスの高度化を推進していきま
す。

◆近畿道路メンテナンスセンターの概要

高度経済成長期に集中的に整備された社会資本ストックは、建設後50年を経過し今
後一斉に老朽化が進むことが予想されています。
また、2012年12月に発生した「笹子トンネル天井板崩落事故」を契機に、その翌年

公布された改正道路法による橋梁などの道路構造物を対象とした定期点検（5年間で全
施設の近接目視点検）が義務付けられ、2014～2018年（1巡目）、2019年～2023の（2
巡目）の法定点検が完了し、2024年より3巡目の点検を実施中です。
これらの点検データを分析し、老朽化していく橋梁等の道路インフラの、戦略的・

効率的なメンテナンスを推進していくための組織として「近畿道路メンテナンスセン
ター」が設置されました。

◆センター設置の背景と⽬的

【自治体支援】
道路メンテナンスに係る自治体の支援として、施設の健全性の直轄診断、高度な技

術を要する道路構造物保全に関する技術相談への対応、自治体の職員等を対象とした
研修等の技術支援を行います。

<技術相談窓口> kkr-road-mainte-center@gxb.mlit.go.jp

－ １ －

センター長

保全対策官

総務課

総務係

経理係

技術課

工務係

保全企画係

○沿革

令和２年４月 枚方市南中振に設置

○組織

○受付等所内総務、庁舎管理などに
関する業務

○業務契約、物品調達などに関する
業務

○直轄の橋梁、トンネルの点検及び
診断、修繕計画の作成、補修に関
する技術的支援

○自治体の道路施設のメンテナンス
に関する技術的支援

○連絡先

〒573－0094 大阪府枚方市南中振3丁目2番3号
TEL 072-800-6222 FAX 072-800-6224 
URL   https://www.kkr.mlit.go.jp/rd_mainte/ 

○アクセス
近畿道路メンテナンスセンター

大阪府

京都府

和歌山県

奈良県

兵庫県



地方自治体職員への
橋梁点検方法について説明

（国道1号新池副道橋
：滋賀県草津市）

－ ２ －

①現地診断による技術的課題の解決
②対策方針の助言を受け設計への反映
③職員の技術力向上

ドクター（学識者）

◯各事務所（副所長、管理課長他）
・出張所（所長、係長）
・若手技術者

◯近畿道路メンテナンスセンター
・道路保全企画官
・道路構造保全官等

診断及び
助言

設計・施工
管理

マネジメント

点 検

診 断

記 録

措 置
・補修
・経過観察
・通行規制

など

個 別 施 設 計 画
（長寿命化計画）

反映

充実

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

サ
イ
ク
ル
構
築

■橋梁ドクター、道路防災ドクター制度事務局

■修繕・更新計画の作成

〇定期点検関連
・橋梁、トンネルの点検及び診断
・メンテナンス年報作成

〇データ管理・分析関係
・橋梁・トンネル・法面のDB管理及び分析

〇橋梁及びトンネルのメンテナンス関係
・修繕計画（個別施設計画、更新計画の作成）
・措置（補修）に関する技術的支援
・不具合発生時の技術的支援
（橋梁ドクター、道路防災ドクター）

○近畿地方整備局管内の概要
・道路管理延長 L=1,952km（うち自専道約 338km）

・橋梁 N=5,275橋
・トンネル N=  218本

※道路延長はR8.4.1現在、
橋梁・トンネル数はR8.4.1現在

橋梁点検車による点検

◆業務内容 （直轄関連）
■直轄施設関係

トンネル打音点検

道路防災ドクター現地診断
（国道1号 京都府 京都市）

橋梁ドクター現地確認
（国道24号 奈良県 奈良市）

（国道483号 三谷トンネル：兵庫県養父市）
ﾐ ﾀ ﾆ

（国道175号 山田高架橋（上）：兵庫県小野市）
ﾔﾏﾀﾞ



ドローン

地方自治体職員への
橋梁点検方法について説明

（国道1号新池副道橋
：滋賀県草津市）

－ ３ －

平成26年度より5年に1回の法定点検が始まり、令和6年度より3巡目点
検を開始。 5年間で近畿地整全ての橋梁及びトンネルの点検を行うサイ
クルを構築しています。

◆業務内容 （直轄関連）

■橋梁・トンネル点検計画（直轄）

ドローンによる点検
（国道24号大野第二高架橋：和歌山県橋本市）

【従来の橋梁点検の例】

橋梁点検においては、左の写真のよう
に橋梁点検車を用いての点検が主流で
すが、最近では下の写真
のように点検支援技術を
活用し、点検の効率化や
高度化を図るなど、ＤＸを
進めています。

〈橋梁の例〉

ドローン技術を活用する
ことにより、作業員が対象
構造物の損傷箇所に近
づくことなく点検を実施。

また、撮影した画像を元
にＡＩで損傷を自動判定す
る技術の活用を図ります。

〈トンネルの例〉

車両に搭載した画像診断
処理技術を活用することに
より、規制を行うことなく１
次スクリーニングを実施。

また、同時に３次元点群
データを取得し、変位の自
動判定にも活用します。

トンネル点検車
（国道9号新和田山トンネル：兵庫県朝来市）

走行型計測車両による点検
（国道27号和知トンネル：京都府船井郡京丹波町）

点検員

ロープアクセスによる点検
（国道25号中畑橋：奈良県奈良市）

【点検においてもＤＸを推進】

※１︓点検数は供⽤直後の施設を含まないため、管理施設数とは⼀致しない

橋梁点検車(BT-400)による橋梁の点検
国道42号熊野大橋（和歌山県新宮市）

計
点検年度

橋梁
R9〜10R8R7R6

5,275約1,7391,0731,1371,326点検数
※1

計
点検年次

トンネル
R9〜10R8R7R6

218約64385957点検数
※1



－ ４ －

◆業務内容 （直轄関連）
■緊急診断

◯令和７年度 道路メンテナンス会議開催状況について

■道路メンテナンス会議開催状況

（参考） 令和6年度、近畿地整管内の直轄事務所、京都府及び奈良県、和歌山県から、
緊急の診断要請が合計7件あり、学識経験者の同行のもと迅速に対応しました。

近畿地整管内の各府県において、道路メンテナンス会議が開催されており、近畿道路
メンテナンスセンターによる技術支援などについて、直轄事務所及び自治体に対して、
周知を図っています。

令和7年度は、近畿地勢管内では、大きな災害はなく緊急診断はありませんでした。

国道169号 奈良県上北山村：法面崩落国道424号 和歌山県有田川町：法面崩壊

： 国道169号 上北山村西原地内崩土・令和6年 4月 2日 奈良県

： 国道425号 下北山村大瀬崩土・令和6年 4月12日 奈良県

： (主)宇治木屋線路肩崩壊・令和6年 5月31日 京都府

： 国道424号 有田川町修理川法面崩壊・令和6年 6月 7日 和歌山県

： 国道9号観音峠盛土部路面沈下について・令和7年 1月10日 京都国道事務所

： ゆずりトンネル(談夜久野線)の覆工コンクリート背面の空洞・令和7年 1月20日 京都府

： 国道42号冷水跨線橋横のL型擁壁の変状・令和7年 3月27日 和歌山河川国道事務所

⽇時及び場所会 ⻑名 称都道府県
R7.9.24

⼤阪国道事務所⻑⼤阪府道路メンテナンス会議⼤阪府 近畿地⽅整備局
（WEB併⽤）
R7.10.10奈良国道事務所⻑奈良県道路メンテナンス会議奈良県 平城宮いざない館
R7.10.10

兵庫国道事務所⻑兵庫県道路メンテナンス会議兵庫県 兵庫国道事務所
（WEB併⽤）
R7.10.21

滋賀国道事務所⻑滋賀県道路メンテナンス会議滋賀県 滋賀国道事務所
（WEB併⽤）
R7.10.21

和歌⼭河川国道事務所⻑和歌⼭県道路メンテナンス会議和歌⼭県 和歌⼭河川国道事務所
（WEB併⽤）
R7.10.31

京都国道事務所⻑京都府道路メンテナンス会議京都府 京都国道事務所
（WEB併⽤）
R7.11.20

福井河川国道事務所⻑福井県道路メンテナンス会議福井県 福井河川国道事務所
（WEB併⽤）



－ ５ －

【橋梁ドクター連絡会】
令和７年７月『令和７年度 橋梁ドクター連絡会』を開催しました。
連絡会では、令和６年度の現地診断箇所７件の報告を行い、その内３件については、

橋梁ドクターにより技術的指導・助言の内容を報告いただきました。
また、令和７年度の診断要請案件について４件、各国道事務所長より橋梁ドクターへ

要請がありました。
診断要請案件については、令和７年度内に順次、橋梁ドクターに現地確認を行ってい

ただき、助言を頂きました。

◆橋梁ドクター制度◆

・道路橋の維持管理に関する助言・指導を受けることを目的に平成１６年に設立
・令和８年４月現在、２５名の学識経験者により構成

◆業務内容 （直轄関連）

橋梁ドクター連絡会
開催状況（大阪市）

■橋梁ドクター連絡会の開催

令和７年度 診断要請橋梁位置図

「宮川座長挨拶」



－ ６ －

◆業務内容 （直轄関連）

【道路防災ドクター連絡会】
令和７年７月『令和７年度 道路防災対策連絡会（道路防災ドクター連絡会）』を開催し

ました。
連絡会では、令和６年度の現地診断箇所１２件の報告を行い、うち２件については、道

路防災ドクターにより技術的指導・助言の内容を報告いただきました。
また、令和７年度の診断要請案件について９件、各国道事務所長より道路防災ドクター

へ要請がありました。
診断要請案件については、令和７年度内に順次、道路防災ドクターに現地確認を行って

いただき、助言を頂きました。

◆道路防災ドクター制度◆
・道路の災害防止に関する助言・指導を受けることを目的に平成５年に設立
・令和８年４月現在、１９名の学識経験者により構成

道路防災ドクター連絡会
開催状況 （大阪市）

■道路防災ドクター連絡会の開催

令和７年度 診断要請箇所位置図

■診断要請箇所

⑨東山トンネル本体及び
法面調査対策方針について

③名阪国道奈良市米谷町切土法面
ランクダウン検討（N025A086）

①一般国道４２号
串本町姫地先盛土変状

④名阪国道奈良市米谷町切土法面
ランクダウン検討（N025A092）

⑤名阪国道奈良市米谷町土石流箇
所ランクダウン検（N025E013）

⑥名阪国道奈良市中畑町盛土
法面ランクダウン検討（25-21）

⑦名阪国道天理市福住町盛土
法面ランクダウン検討（25-7）

②永平寺大野道路石上地区（12.2kp）
盛土変状

⑧一般国道483号(北近畿豊岡自動車
道)和田山JCT付近の横断アーチ
カルバートの変状

「岸田座長挨拶」



技術相談会（十津川村：ロックシェッド）

〇メンテナンス全般
・道路メンテナンス会議への技術的支援
・自治体を対象とした研修・講習会
・自治体の個別事案に対する技術相談対応
・早期措置施設の技術的支援
・直轄診断（現地診断、自治体との調整）

自治体職員への点検技術講習会

－ ７ －

◆業務内容 （⾃治体関連）

近畿管内道路メンテナンス会議2025（大阪市）

橋梁メンテナンス研修(初級Ⅰ現場研修)

■自治体支援

■自治体からの技術相談

■技術相談会

○メンテナンスについての相談をホームページ（メール）で、随時受け付け

『簡単な内容でも構いませんのでお気軽にご利用ください！』

＜令和７年度の相談事例＞…相談受付件数： １１件

・定期点検要領について考え方等を教えてほしい。
・橋梁補修方法について、セカンドオピニオンとして意見が欲しい。

etc.

■技術相談メール

どう診断すれば良い
のか分からない

構造が複雑で補修計画
が立てられない

詳細の調査が必要だが、
どのように調査すえば
よいか分からない

①相談案
件募集

②相談
内容

各府県道路メンテナンス会議
に設置

・市町村等が気軽に相談で
きる場を提供します。
・助言等の情報を得ること
で、業務において技術的に
よりよい判断や選択ができ
ることを目指します。

(一社)日本橋梁建設業協会
(一社)PC建設業協会
(一社)建設コンサルタンツ協会

他

③対応の
依頼

④技術者
派遣

有資格技術者

技術相談会

【技術相談会のイメージ】

市
町
村
等

近畿道路メンテナンス
センター

自治体職員への橋梁の基礎知識講習会



－ ８ －

◆業務内容 （⾃治体関連）

地方自治体職員への
橋梁点検方法について説明

（国道1号新池副道橋
：滋賀県草津市）

地方自治体職員への
橋梁点検方法について説明

（国道1号桜宮橋
：大阪府大阪市）

【机上相談】

〔相談窓口〕

【現地立会】

■自治体の個別相談事例

ホームページ ： https://www.kkr.mlit.go.jp/rd_mainte/
メ ー ル ： kkr-road-mainte-center@gxb.mlit.go.jp

相談方法
（R2～R7）

相談内容
（R2～R7）

◯自治体への技術的支援

各自治体からの技術的な助言要請について、個別相談で技術的支援を行います。

令和７年度 技術支援実績（抜粋）

1 4月9日 メール 橋梁 A市 橋梁補修に関する相談

2 4月15日 メール 橋梁 B市 法面対策に関する相談

3 5月2日 メール 橋梁 C市 定期点検に関する相談

4 6月27日 メール トンネル D県 トンネル点検積算に関する相談

5 8月28日 来所 橋梁 E市 橋梁補修に関する相談

番号 方法 種別 相手方 実施内容（概略）実施日



○鶴舞橋は、建設後60年以上経過し、補強鋼板の腐食や

下部工の杭の傾きなども見られ、また、建設当時の設計

図や竣工図もないことから、奈良市の要請により令和2

年度～3年度にかけて直轄診断を実施。令和4年2月に奈

良市へ診断結果の報告を行いました。

〇奈良市より道路法第17条第6項の規定に基づき、修繕

代行事業の要望があり、令和4年度より修繕代行事業と

して実施しています。

－ ９ －

◆業務内容 （⾃治体関連）

〔直轄診断 鶴舞橋（奈良市）〕

桁下・橋脚目視調査

橋梁梁コンクリート鉄筋探査、強度確認

桁下面の打音及び板厚調査（特殊床板部）

老朽化に伴う緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設の技術的な助言を

行うため、専門の技術職員で構成する「道路メンテナンス技術集団」を派遣します。

(近畿地方整備局管内では、平成27年度以降現在までに 2橋を実施)

「鶴舞橋」現況

■直轄診断－自治体管理の橋梁を直轄で診断－

（自治体）

近畿道路
⇒メンテナンス

センター
で実施

■直轄診断・修繕代行

診断結果の報告（R4.2）

■奈良市 鶴舞橋の直轄診断・修繕代行
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57%
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19%

15%

0.03%
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（参考）全橋梁（98,810）

緊急輸送道路を

構成する橋梁（17,844）

跨線橋（1,309）

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋（2,340）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

点検結果（全体）

点検結果（令和元年度～5年度累計）

■判定区分の割合

累積点検実施率及び点検結果（緊急輸送道路及び跨線橋等）

近畿版道路メンテナンス年報(二巡目点検結果）の概要 （参考）

－ １０ －

〇 橋梁・トンネル・道路附属物等について、２巡⽬の点検は100%となっています。

〇 ⼀巡⽬点検の結果と⽐較すると、トンネルの判定区分Ⅲ，Ⅳの割合は低下傾向にあり、事後保全が進んで
いることが窺えます。

（全道路管理者合計）

■判定区分の割合

（全道路管理者合計）

判定区分 Ⅰ：健全
Ⅱ：予防保全段階
Ⅲ：早期措置段階
Ⅳ：緊急措置段階

〇判定区分Ⅲ，Ⅳの割合は、橋梁で 5.0％、トンネルで 22.0％、道路附属物で 7.0％
となっています。

○判定区分Ⅲ，Ⅳの割合は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋で 15％、跨線橋で 19％、
緊急輸送道路を構成する橋梁で 8％となっています。



Ⅰ

37%

36，801
Ⅱ

58%

56，692

Ⅲ

5%

5,290

Ⅳ

0.03%

27

R1～R5年度

橋梁

98,810橋

○ 一巡目点検完了時点の修繕・措置の状況に比べ、事後保全の取り組みが進んでいる
様子が窺えます。

〇 建設経過年数毎の判定区分割合の傾向は、一巡目点検時のものと大きくは
変わっていません。

〔橋梁〕

点検実施状況と点検結果（令和元年度～5年度） （全体）

〔道路附属物等〕

〔トンネル〕

■判定区分と建設経過年数（全道路管理者合計）

【参考】修繕・措置の状況（平成26年度～令和6年度点検施設）（令和7年3月末時点）

〔修繕着手状況〕

近畿版道路メンテナンス年報(二巡目点検）の状況 （参考）

－ １１ －

判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕（事後保全）修繕着手率

Ⅰ

2%

27

Ⅱ

76%

1,215

Ⅲ

22%

348

Ⅳ

0.2%

3

R1～R5年度

トンネル

1,593

Ⅰ

37%

2,711

Ⅱ

56%

4,030

Ⅲ

7%

530

Ⅳ

0.03%

2

R1～R5年度

道路付属物等

7,273



近畿道路メンテナンスセンター

道路管理者が管理する道路を適切に

「維持」「持続」「保守」「保全」できるように、

情報の提供、技術相談、修繕計画の検討、

技術力向上等のメニューを提供し、

成果を上げることを支援する機関です。

近畿道路メンテナンスセンターの役割近畿道路メンテナンスセンターの役割

－ １２ －

近畿道路メンテナンスセンター
「Kinki Road Maintenance Management Office」

組織の「管理」や「運営」

「維持」「持続」「保守」「保全」の実施

経営学者のP・F・ドラッガーは、以下のように定義しています。
・マネジメント ：組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関
・マネージャー ：組織の成果に責任を持つ者


